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響に関する医療関係者等からの照会に対する対応について」（平成 18 年 11 月 9 日付け薬

食安発第 1109002 号）の通知が出されているため可用性の確保と他の医療機器への影響

の双方に留意する必要がある。 

 

 C．最低限のガイドライン 

1． 情報システムへのアクセスにおける利用者の識別と認証を行うこと。 

2． 本人の識別・認証にユーザ ID とパスワードの組み合わせを用いる場合には、それ

らの情報を、本人しか知り得ない状態に保つよう対策を行うこと。 

3． 入力者が端末から長時間、離席する際に、正当な入力者以外の者による入力の恐

れがある場合には、クリアスクリーン等の防止策を講じること。 

4． 動作確認等で個人情報を含むデータを使用するときは、漏えい等に十分留意する

こと。 

5． 医療従事者、関係職種ごとに、アクセスできる診療録等の範囲を定め、そのレベ

ルに沿ったアクセス管理を行うこと。また、アクセス権限の見直しは、人事異動

等による利用者の担当業務の変更等に合わせて適宜行うよう、運用管理規程で定

めていること。複数の職種の利用者がアクセスするシステムでは職種別のアクセ

ス管理機能があることが求められるが、そのような機能がない場合は、システム

更新までの期間、運用管理規程でアクセス可能範囲を定め、次項の操作記録を行

うことで担保する必要がある。 

6． アクセスの記録及び定期的なログの確認を行うこと。アクセスの記録は尐なくと

も利用者のログイン時刻、アクセス時間、ならびにログイン中に操作した患者が

特定できること。 

情報システムにアクセス記録機能があることが前提であるが、ない場合は業務日

誌等で操作の記録（操作者及び操作内容）を必ず行うこと。 

7． アクセスログへのアクセス制限を行い、アクセスログの不当な削除／改ざん／追

加等を防止する対策を講じること。 

8． アクセスの記録に用いる時刻情報は信頼できるものであること。医療機関等の内

部で利用する時刻情報は同期している必要があり、また標準時刻と定期的に一致

させる等の手段で標準時と診療事実の記録として問題のない範囲の精度を保つ必

要がある。 

9． システム構築時、適切に管理されていないメディア使用時、外部からの情報受領

時にはウイルス等の不正なソフトウェアが混入していないか確認すること。適切

に管理されていないと考えられるメディアを利用する際には、十分な安全確認を

実施し、細心の注意を払って利用すること。常時ウイルス等の不正なソフトウェ

アの混入を防ぐ適切な措置をとること。また、その対策の有効性・安全性の確認・

維持（たとえばパターンファイルの更新の確認・維持）を行うこと。 


